
 

 

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。  

令和４年１２月２０日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第３２号 

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例  

第１条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１８年瀬戸市条

例第４号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（給与の特例） （給与の特例） 

第５条 第２条第１項の規定により任期を定めて

採用された職員（以下「特定任期付職員」とい

う。）には、次の給料表を適用する。 

第５条 第２条第１項の規定により任期を定めて

採用された職員（以下「特定任期付職員」とい

う。）には、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額 

１ ３７６，０００円 

＜省略＞ ＜省略＞ 
 

号給 給料月額 

１ ３７５，０００円 

＜省略＞ ＜省略＞ 
 

２から５まで ＜省略＞ ２から５まで ＜省略＞ 

 （給与条例の適用除外等）  （給与条例の適用除外等） 

第６条 ＜省略＞ 第６条 ＜省略＞ 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１２条の

２第１項、第１９条の２第１項及び第２０条第

２項の規定の適用については、給与条例第１２

条の２第１項中「給料表」とあるのは「給料表

及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（平成１８年瀬戸市条例第４号）第５条第１項

の給料表」と、給与条例第１９条の２第１項中

「管理職手当を受ける職員」とあるのは「管理

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１２条の

２第１項、第１９条の２第１項及び第２０条第

２項の規定の適用については、給与条例第１２

条の２第１項中「給料表」とあるのは「給料表

及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（平成１８年瀬戸市条例第４号）第５条第１項

の給料表」と、給与条例第１９条の２第１項中

「管理職手当を受ける職員」とあるのは「管理



 

 

職手当を受ける職員及び一般職の任期付職員の

採用等に関する条例第５条第１項に規定する特

定任期付職員」と、給与条例第２０条第２項中

「１００分の１２０」とあるのは「、６月に支

給する場合においては１００分の１６２．５、

１２月に支給する場合においては１００分の１

６７．５」とする。 

職手当を受ける職員及び一般職の任期付職員の

採用等に関する条例第５条第１項に規定する特

定任期付職員」と、給与条例第２０条第２項中

「１００分の１２０」とあるのは「１００分の

１６２．５」とする。 

  

第２条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改

正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （給与条例の適用除外等）  （給与条例の適用除外等） 

第６条 ＜省略＞ 第６条 ＜省略＞ 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１２条の

２第１項、第１９条の２第１項及び第２０条第

２項の規定の適用については、給与条例第１２

条の２第１項中「給料表」とあるのは「給料表

及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（平成１８年瀬戸市条例第４号）第５条第１項

の給料表」と、給与条例第１９条の２第１項中

「管理職手当を受ける職員」とあるのは「管理

職手当を受ける職員及び一般職の任期付職員の

採用等に関する条例第５条第１項に規定する特

定任期付職員」と、給与条例第２０条第２項中

「１００分の１２０」とあるのは「１００分の

１６５」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１２条の

２第１項、第１９条の２第１項及び第２０条第

２項の規定の適用については、給与条例第１２

条の２第１項中「給料表」とあるのは「給料表

及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（平成１８年瀬戸市条例第４号）第５条第１項

の給料表」と、給与条例第１９条の２第１項中

「管理職手当を受ける職員」とあるのは「管理

職手当を受ける職員及び一般職の任期付職員の

採用等に関する条例第５条第１項に規定する特

定任期付職員」と、給与条例第２０条第２項中

「１００分の１２０」とあるのは「、６月に支

給する場合においては１００分の１６２．５、

１２月に支給する場合においては１００分の１

６７．５」とする。 
  

   附  則 

 （施行期日等）  



 

 

１ この条例は、令和４年１２月２７日から施行する。ただし、第２条の

規定は、令和５年４月１日から施行する。  

２  第１条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和４年４月１日から

適用する。  

（適用日前の異動者の号給の調整）  

３ 適用の日（以下「適用日」という。）前に職務の級を異にして異動し

た職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給につい

ては、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものと

した場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるとこ

ろにより、必要な調整を行うことができる。  

（給与の内払）  

４ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による

改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支

給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。  

 


